
教 義 指 第 ７ ８ ６ 号  

令和３年１０月５日  

 

  各市町村教育委員会指導事務主管課長 

 各 教 育 事 務 所 長 

 

 

埼玉県教育委員会教育長  

 

 

    「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における指導要録の 

      『出欠の記録』における記載事項の取扱いについて（通知）」及び「指 

      導要録におけるオンラインを活用した特例の授業の記載方法について 

   （周知）」の送付について（周知） 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、適切な御対応をいただいていることに感

謝申し上げます。 

 非常時にやむを得ず学校に登校できない生徒について、一定の方法によるオンラインを

活用した学習の指導（オンラインを活用した特例の授業）を実施したと校長が認める場合

には指導要録の「指導に関する記録」の別記として、非常時にオンラインを活用して実施

した特例の授業との記録について学年ごとに作成することを、令和３年２月２６日付け教

義指第１０３７号「感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童

生徒の学習指導について（通知）」において通知したところです。 

 標記について、文部科学省初等中等教育局長から、別添写し１（令和３年１０月１日付

け３文科初第１１５２号）及び文部科学省初等中等教育局教育課程課から、別添写し２（

令和３年１０月１日付け事務連絡）のとおり通知がありましたので送付します。 

 本通知の趣旨を踏まえ、指導要録上、オンラインを活用した特例の授業を実施したこと

をより明確にするため、「出欠の記録」の「備考」の記載事項の取扱いについて、適切に

対応くださるようお願いいたします。 

 市町村教育委員会におかれましては、貴管内各小・中学校等に送付くださるようお願い

します。 

 

 

＜送付文書＞ 

１ 令和３年１０月１日付け ３文科初１１５２号（文部科学省初等中等教育局長） 

 「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における指導要録の『出欠の記録』 

 における記載事項の取扱いについて（通知）」 

 

２ 令和３年１０月１日付け 事務連絡（文部科学省初等中等教育局教育課程課） 

 「指導要録におけるオンラインを活用した特例の授業の記載方法について（周知）」 
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３ 令和３年２月２６日付け 教義指第１０３７号「感染症や災害の発生等の非常時に 

 やむを得ず学校に登校できない児童生徒の学習指導について（通知）」 

 

 

担 当 ：教育課程担当 松永 

電 話 ：０４８－８３０－６７４８ 

ＦＡＸ ：０４８－８３０－４９６２ 

E-mail ：matsunaga.satoshi@pref.saitama.lg.jp 


